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　TAINS だより新年号をお届けします。
　今年度事業部長に就任しました北海道税理士会所属
の上田健一です。TAINS 事業部においては副部長を
しておりましたので、これまで通り TAINS だよりの
発行、また、TAINS 研修会を行っていきたいと思い
ます。
　特に TAINS を活用した研修会を活発に開催し、会
員の皆様の資質の向上を図るとともに、TAINS を
PRし会員の増強につなげたいと思います。
　新システム（TAINS6）がリリースされ早くも一年
が過ぎました。皆様方からいただいている様々なご要
望にお応えし、より役立つ TAINS を目指していきた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。
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TAINS 役員が語る活用法
日税連税法データベース　常務理事　水澤　裕

１．はじめに　
　TAINS6 は、旧システムの良いところを生かしな
がら、欠点を徹底的に改善し、さらに新機能を追加
しリリースしてからおよそ 1 年に亘り改善作業を継
続することにより、当法人関係者が自信を持ってお
勧めできるものに仕上がりました。
　さて、「TAINS 役員が語る活用法」も第 5 回にな
ると、検索の基本的な機能については紹介され尽く
された感がありますが、ここでは、これまであまり
触れられてこなかった「検索対象の変更」機能とそ
れ以外の「役に立つ機能」を紹介します。
　なお、本システムのブラウザ推奨環境がGoogleChrome
とされている関係上、特に断りがない場合には、画
面イメージは当該ブラウザの画面です。

2．検索対象の変更
　TAINS に収録されている各情報は、タイトル、
要点、概要、本文、TAINS キーワード（注）、別紙
リンク、原本 URL 及び関連判決から構成されてい
ます。
　旧システムでは、フリーワード検索の際の検索対
象を「全文」すなわち上記のタイトルから TAINS
キーワードまでに含まれるすべての語句としていま
したが、本システムでは、デフォルト（初期の設定）
の検索対象を TAINS キーワードの語群に限定して
いるため、TAINS キーワード又はそれに含まれる
語句で検索したときには、適切に絞り込まれた情報
が検索結果として表示されます。その一方で、
TAINS キーワードではない語句で検索したときに
検索結果がゼロまたはごく少数になることがあり、
旧システムでできていた検索が本システムではでき
ないという事象が生じます。
　その場合には、「検索TAINSキーワード」から「全
文」に変更することにより、旧システムと同等の検
索が機能し、改善されることがあります。
（注）TAINS 編集室では、各情報に対して、本文

中で重要な意味を持つ語句を標準化したタグを付
けていますが、このタグを「TAINS キーワード」
と称しています。

3．マイページ
　本システムでは、会員個人の情報を管理すること
ができる「マイページ」を作り、制度面の目玉企画
としてクレジットカード決済と年会費制を導入しま
した。
クレジットカードを利用することにより、カード会
社のポイントを獲得することができますし、年会費
にすると、月会費より 1 年あたりおよそ 1 月分の会
費相当額だけお得になります。
　マイページを開くには、検索トップページ ( ログ
イン後最初の画面 ) の右上の「人物」のマークをク
リックし、「マイページ」をクリックすれば「マイペー
ジメニュー」が開きます。

(1) 支払い方法設定
　マイページメニューの「支払い方法設定」をクリッ
クして開きます。
　クレジットカード決済に変更するには、メールア
ドレスの登録が必須になっているので、登録してい
ない方は、あらかじめ「メールアドレス変更」で登
録します。
　支払い方法設定画面で「クレジットカード」の〇
を選択し、「保存」します。その後、「ペイメント設
定リンクメール」が届くので、メールの内容に従っ
て、カード決済会社の PayPal にカード情報を登録
します。
　年会費に変更するには、同じ画面で「年会費」を
選択し「保存」します。

(2) 領収書・請求書の発行
　領収書は、マイページメニューの「領収書の発行」
をクリックして開き、ダウンロードして印刷するこ
とができます。
　領収証の発行は、一件につき 1 回限りとなってお
ります。

　請求書もマイページメニューの「請求書の確認」
画面で領収書の発行と同じ要領で発行することがで
きます。

4．出力機能
　本システムでは、システムには印刷機能を実装せ
ず、ブラウザの出力機能を利用することにしました。
　判決・裁決詳細の画面を印刷する場合には、あら
かじめタイトル・要点・概要・本文・TAINSキーワー
ドのうち必要のないものを「－」で閉じ、必要なも
のを「＋」で開いておきます。

　「印刷」をクリックすれば、ブラウザの印刷機能
が起動し、印刷画面が開きます。

(1) 書面
　上記の印刷画面で、送信先を適宜のプリンター
に指定して、「印刷」を実行すれば書面で印刷され
ます。

(2)PDF
　PDF で出力する場合には、印刷画面の送信先を
「PDF に保存」にして印刷を実行すれば、データの
保存画面（名前を付けて保存）が現れるので、任意
の箇所に保存します。 

(3)Microsoft Edge を使う場合
　印刷画面の本文中に不正の箇所で改行される事象
が生じますが、これは印刷設定で余白を「狭い」に
することにより解消されます。
　PDF で出力する場合には、印刷設定画面のプリン
ターの選択で「Microsoft Print PDF」を選択して印
刷を実行します。

5．「いいね」
　「いいね」は、本システムで新たに導入された「目
玉」ですが、ここでは「いいね」の取り消しの仕方
と「いいね」リストの活用法を紹介します。
(1)「いいね」の取り消し
　自分が「いいね」したものは、画面の「いいね」
を再度クリックすることによって取り消すことがで
きるので、気兼ねなく「いいね」してください。

　

（2）自分の「いいね」リストの表示
　自分が「いいね」した情報を確認したい場合には、
マイページメニューの「いいねしたコンテンツ」を
クリックすれば一覧画面が開きます。各情報のタイ
トル（枠内）をクリックすると判決・裁決詳細画面
に移動します。

6．情報の保存機能
(1) ブックマーク
①個々にブックマークする
　後々必要になる情報を個別に保存する機能です。
「いいね」が会員同士の情報の有益性の共有機能で
あるのに対して、ブックマークは自分のための整理・
保存機能です。
　各情報の「ブックマーク」をクリックすると保存
画面が現れるので、適宜のグループ名を入力して
「ブックマークする」をクリックして保存します。
過去に作成したグループに登録することもできま
す。

②まとめてブックマークする
　複数の情報をまとめてブックマークすることもで
きます。
　そのときは、検索結果一覧画面で、ブックマーク
したい情報の左上の□をクリックしてチェックマー
クを付けて「まとめてブックマーク」をクリックす
ると上記の画面が現れるので、「個々にブックマー
クする」と同じ要領で保存します。

③ブックマークした情報を見る
　自分がブックマークした情報については、画面上
部の「ブックマーク一覧」を開くとグループごとに
登録されているので、それぞれの「一覧を見る」を
クリックし、一覧表示される情報の中から必要なも
のを開いて見ることができます。　
　　　

(2) 検索条件の保存

　複雑な検索条件で有用なものは「検索条件の保存」
機能で保存することができます。
　「TAINSコードなど、細かい条件を指定して検索」
をクリックして開き、必要な条件を設定して「検索
条件を保存」をクリックすると保存画面が表示され
るので、適宜の名称を付して保存します。

　保存した条件で検索したいときには、「TAINS
コードなど、細かい条件を指定して検索」の「保
存した条件で探す」または画面上部の「保存した
条件一覧」をクリックすると「保存した条件一覧」
が表示されるので、各条件の「この条件で検索」
をクリックすれば検索が実行されます。

7．むすびに
　TAINS は、税理士の進化に合わせて日々進化し
ます。
　システム面では、税理士にとって使い勝手のよ
いものになるよう妥協することなく日々改善に取
り組むとともに、ＡＩの導入の検討も進めておりま
す。コンテンツ面では、有用な情報を早く、不足
なく収録できるよう心がけており、また、提携サ
イトの充実を図るべく出版社との交渉を進めてお
ります。
　今後のTAINS にご期待ください。
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けていますが、このタグを「TAINS キーワード」
と称しています。

3．マイページ
　本システムでは、会員個人の情報を管理すること
ができる「マイページ」を作り、制度面の目玉企画
としてクレジットカード決済と年会費制を導入しま
した。
クレジットカードを利用することにより、カード会
社のポイントを獲得することができますし、年会費
にすると、月会費より 1 年あたりおよそ 1 月分の会
費相当額だけお得になります。
　マイページを開くには、検索トップページ ( ログ
イン後最初の画面 ) の右上の「人物」のマークをク
リックし、「マイページ」をクリックすれば「マイペー
ジメニュー」が開きます。

(1) 支払い方法設定
　マイページメニューの「支払い方法設定」をクリッ
クして開きます。
　クレジットカード決済に変更するには、メールア
ドレスの登録が必須になっているので、登録してい
ない方は、あらかじめ「メールアドレス変更」で登
録します。
　支払い方法設定画面で「クレジットカード」の〇
を選択し、「保存」します。その後、「ペイメント設
定リンクメール」が届くので、メールの内容に従っ
て、カード決済会社の PayPal にカード情報を登録
します。
　年会費に変更するには、同じ画面で「年会費」を
選択し「保存」します。

(2) 領収書・請求書の発行
　領収書は、マイページメニューの「領収書の発行」
をクリックして開き、ダウンロードして印刷するこ
とができます。
　領収証の発行は、一件につき 1 回限りとなってお
ります。

　請求書もマイページメニューの「請求書の確認」
画面で領収書の発行と同じ要領で発行することがで
きます。

4．出力機能
　本システムでは、システムには印刷機能を実装せ
ず、ブラウザの出力機能を利用することにしました。
　判決・裁決詳細の画面を印刷する場合には、あら
かじめタイトル・要点・概要・本文・TAINSキーワー
ドのうち必要のないものを「－」で閉じ、必要なも
のを「＋」で開いておきます。

　「印刷」をクリックすれば、ブラウザの印刷機能
が起動し、印刷画面が開きます。

(1) 書面
　上記の印刷画面で、送信先を適宜のプリンター
に指定して、「印刷」を実行すれば書面で印刷され
ます。
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(2)PDF
　PDF で出力する場合には、印刷画面の送信先を
「PDF に保存」にして印刷を実行すれば、データの
保存画面（名前を付けて保存）が現れるので、任意
の箇所に保存します。 

(3)Microsoft Edge を使う場合
　印刷画面の本文中に不正の箇所で改行される事象
が生じますが、これは印刷設定で余白を「狭い」に
することにより解消されます。
　PDF で出力する場合には、印刷設定画面のプリン
ターの選択で「Microsoft Print PDF」を選択して印
刷を実行します。

5．「いいね」
　「いいね」は、本システムで新たに導入された「目
玉」ですが、ここでは「いいね」の取り消しの仕方
と「いいね」リストの活用法を紹介します。
(1)「いいね」の取り消し
　自分が「いいね」したものは、画面の「いいね」
を再度クリックすることによって取り消すことがで
きるので、気兼ねなく「いいね」してください。

　

（2）自分の「いいね」リストの表示
　自分が「いいね」した情報を確認したい場合には、
マイページメニューの「いいねしたコンテンツ」を
クリックすれば一覧画面が開きます。各情報のタイ
トル（枠内）をクリックすると判決・裁決詳細画面
に移動します。

6．情報の保存機能
(1) ブックマーク
①個々にブックマークする
　後々必要になる情報を個別に保存する機能です。
「いいね」が会員同士の情報の有益性の共有機能で
あるのに対して、ブックマークは自分のための整理・
保存機能です。
　各情報の「ブックマーク」をクリックすると保存
画面が現れるので、適宜のグループ名を入力して
「ブックマークする」をクリックして保存します。
過去に作成したグループに登録することもできま
す。

②まとめてブックマークする
　複数の情報をまとめてブックマークすることもで
きます。
　そのときは、検索結果一覧画面で、ブックマーク
したい情報の左上の□をクリックしてチェックマー
クを付けて「まとめてブックマーク」をクリックす
ると上記の画面が現れるので、「個々にブックマー
クする」と同じ要領で保存します。

③ブックマークした情報を見る
　自分がブックマークした情報については、画面上
部の「ブックマーク一覧」を開くとグループごとに
登録されているので、それぞれの「一覧を見る」を
クリックし、一覧表示される情報の中から必要なも
のを開いて見ることができます。　
　　　

(2) 検索条件の保存

　複雑な検索条件で有用なものは「検索条件の保存」
機能で保存することができます。
　「TAINSコードなど、細かい条件を指定して検索」
をクリックして開き、必要な条件を設定して「検索
条件を保存」をクリックすると保存画面が表示され
るので、適宜の名称を付して保存します。

　保存した条件で検索したいときには、「TAINS
コードなど、細かい条件を指定して検索」の「保
存した条件で探す」または画面上部の「保存した
条件一覧」をクリックすると「保存した条件一覧」
が表示されるので、各条件の「この条件で検索」
をクリックすれば検索が実行されます。

7．むすびに
　TAINS は、税理士の進化に合わせて日々進化し
ます。
　システム面では、税理士にとって使い勝手のよ
いものになるよう妥協することなく日々改善に取
り組むとともに、ＡＩの導入の検討も進めておりま
す。コンテンツ面では、有用な情報を早く、不足
なく収録できるよう心がけており、また、提携サ
イトの充実を図るべく出版社との交渉を進めてお
ります。
　今後のTAINS にご期待ください。



１．はじめに　
　TAINS6 は、旧システムの良いところを生かしな
がら、欠点を徹底的に改善し、さらに新機能を追加
しリリースしてからおよそ 1 年に亘り改善作業を継
続することにより、当法人関係者が自信を持ってお
勧めできるものに仕上がりました。
　さて、「TAINS 役員が語る活用法」も第 5 回にな
ると、検索の基本的な機能については紹介され尽く
された感がありますが、ここでは、これまであまり
触れられてこなかった「検索対象の変更」機能とそ
れ以外の「役に立つ機能」を紹介します。
　なお、本システムのブラウザ推奨環境がGoogleChrome
とされている関係上、特に断りがない場合には、画
面イメージは当該ブラウザの画面です。

2．検索対象の変更
　TAINS に収録されている各情報は、タイトル、
要点、概要、本文、TAINS キーワード（注）、別紙
リンク、原本 URL 及び関連判決から構成されてい
ます。
　旧システムでは、フリーワード検索の際の検索対
象を「全文」すなわち上記のタイトルから TAINS
キーワードまでに含まれるすべての語句としていま
したが、本システムでは、デフォルト（初期の設定）
の検索対象を TAINS キーワードの語群に限定して
いるため、TAINS キーワード又はそれに含まれる
語句で検索したときには、適切に絞り込まれた情報
が検索結果として表示されます。その一方で、
TAINS キーワードではない語句で検索したときに
検索結果がゼロまたはごく少数になることがあり、
旧システムでできていた検索が本システムではでき
ないという事象が生じます。
　その場合には、「検索TAINSキーワード」から「全
文」に変更することにより、旧システムと同等の検
索が機能し、改善されることがあります。
（注）TAINS 編集室では、各情報に対して、本文

中で重要な意味を持つ語句を標準化したタグを付
けていますが、このタグを「TAINS キーワード」
と称しています。

3．マイページ
　本システムでは、会員個人の情報を管理すること
ができる「マイページ」を作り、制度面の目玉企画
としてクレジットカード決済と年会費制を導入しま
した。
クレジットカードを利用することにより、カード会
社のポイントを獲得することができますし、年会費
にすると、月会費より 1 年あたりおよそ 1 月分の会
費相当額だけお得になります。
　マイページを開くには、検索トップページ ( ログ
イン後最初の画面 ) の右上の「人物」のマークをク
リックし、「マイページ」をクリックすれば「マイペー
ジメニュー」が開きます。

(1) 支払い方法設定
　マイページメニューの「支払い方法設定」をクリッ
クして開きます。
　クレジットカード決済に変更するには、メールア
ドレスの登録が必須になっているので、登録してい
ない方は、あらかじめ「メールアドレス変更」で登
録します。
　支払い方法設定画面で「クレジットカード」の〇
を選択し、「保存」します。その後、「ペイメント設
定リンクメール」が届くので、メールの内容に従っ
て、カード決済会社の PayPal にカード情報を登録
します。
　年会費に変更するには、同じ画面で「年会費」を
選択し「保存」します。

(2) 領収書・請求書の発行
　領収書は、マイページメニューの「領収書の発行」
をクリックして開き、ダウンロードして印刷するこ
とができます。
　領収証の発行は、一件につき 1 回限りとなってお
ります。

　請求書もマイページメニューの「請求書の確認」
画面で領収書の発行と同じ要領で発行することがで
きます。

4．出力機能
　本システムでは、システムには印刷機能を実装せ
ず、ブラウザの出力機能を利用することにしました。
　判決・裁決詳細の画面を印刷する場合には、あら
かじめタイトル・要点・概要・本文・TAINSキーワー
ドのうち必要のないものを「－」で閉じ、必要なも
のを「＋」で開いておきます。

　「印刷」をクリックすれば、ブラウザの印刷機能
が起動し、印刷画面が開きます。

(1) 書面
　上記の印刷画面で、送信先を適宜のプリンター
に指定して、「印刷」を実行すれば書面で印刷され
ます。
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(2)PDF
　PDF で出力する場合には、印刷画面の送信先を
「PDF に保存」にして印刷を実行すれば、データの
保存画面（名前を付けて保存）が現れるので、任意
の箇所に保存します。 

(3)Microsoft Edge を使う場合
　印刷画面の本文中に不正の箇所で改行される事象
が生じますが、これは印刷設定で余白を「狭い」に
することにより解消されます。
　PDF で出力する場合には、印刷設定画面のプリン
ターの選択で「Microsoft Print PDF」を選択して印
刷を実行します。

5．「いいね」
　「いいね」は、本システムで新たに導入された「目
玉」ですが、ここでは「いいね」の取り消しの仕方
と「いいね」リストの活用法を紹介します。
(1)「いいね」の取り消し
　自分が「いいね」したものは、画面の「いいね」
を再度クリックすることによって取り消すことがで
きるので、気兼ねなく「いいね」してください。

　

（2）自分の「いいね」リストの表示
　自分が「いいね」した情報を確認したい場合には、
マイページメニューの「いいねしたコンテンツ」を
クリックすれば一覧画面が開きます。各情報のタイ
トル（枠内）をクリックすると判決・裁決詳細画面
に移動します。

6．情報の保存機能
(1) ブックマーク
①個々にブックマークする
　後々必要になる情報を個別に保存する機能です。
「いいね」が会員同士の情報の有益性の共有機能で
あるのに対して、ブックマークは自分のための整理・
保存機能です。
　各情報の「ブックマーク」をクリックすると保存
画面が現れるので、適宜のグループ名を入力して
「ブックマークする」をクリックして保存します。
過去に作成したグループに登録することもできま
す。

②まとめてブックマークする
　複数の情報をまとめてブックマークすることもで
きます。
　そのときは、検索結果一覧画面で、ブックマーク
したい情報の左上の□をクリックしてチェックマー
クを付けて「まとめてブックマーク」をクリックす
ると上記の画面が現れるので、「個々にブックマー
クする」と同じ要領で保存します。

③ブックマークした情報を見る
　自分がブックマークした情報については、画面上
部の「ブックマーク一覧」を開くとグループごとに
登録されているので、それぞれの「一覧を見る」を
クリックし、一覧表示される情報の中から必要なも
のを開いて見ることができます。　
　　　

(2) 検索条件の保存

　複雑な検索条件で有用なものは「検索条件の保存」
機能で保存することができます。
　「TAINSコードなど、細かい条件を指定して検索」
をクリックして開き、必要な条件を設定して「検索
条件を保存」をクリックすると保存画面が表示され
るので、適宜の名称を付して保存します。

　保存した条件で検索したいときには、「TAINS
コードなど、細かい条件を指定して検索」の「保
存した条件で探す」または画面上部の「保存した
条件一覧」をクリックすると「保存した条件一覧」
が表示されるので、各条件の「この条件で検索」
をクリックすれば検索が実行されます。

7．むすびに
　TAINS は、税理士の進化に合わせて日々進化し
ます。
　システム面では、税理士にとって使い勝手のよ
いものになるよう妥協することなく日々改善に取
り組むとともに、ＡＩの導入の検討も進めておりま
す。コンテンツ面では、有用な情報を早く、不足
なく収録できるよう心がけており、また、提携サ
イトの充実を図るべく出版社との交渉を進めてお
ります。
　今後のTAINS にご期待ください。

□をクリックして□に



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63

だより

2020.新 No.2216

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

 令和２年度税制改正と
これからの日本の税制～中小企業の立場から

特別寄稿

日本商工会議所　産業政策第一部長　山内　清行

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63
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１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63

  2020.新 No.2218 だより

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63
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１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。

対象事業者 対象設備 税額控除 特別償却 

全国キャリア 無線設備　等 15％ 30％ 

ローカル５Ｇ 
免許人 

無線設備 
交換設備 

伝送路設備　等 
15％ 30％ 



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63

2020.新 No.22110 だより

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。

課税期間： 
　4/1～3/31の場合 

法人税は、申請により、申告期限の延長が可能 

消費税の申告期限の１か月の延長が認められることに 
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４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63
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だより

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63
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■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.428 2019.9.12                       
　所得区分／法人から分配される宅地分譲事業に
係る利益
（平３０－０１－２３　東京地裁　一部取消し　Ｚ８８８－２２１７）
　本件は、パチンコ業を営む原告が、不動産会社Ａ社と共
に実施した宅地分譲事業について、Ａ社から提起された別
件訴訟の結果に従い、Ａ社に対して支払った損失負担金、
弁護士費用及び訴訟費用を事業所得の必要経費に算入
して平成２１年分所得税の申告をしたところ、処分行政庁か
ら、宅地分譲はＡ社の単独事業であるとして更正処分等を
受けた事案です。裁判所は次のように判示しました。
　原告とＡ社とは、Ａ社において宅地等の開発分譲を実施
し、損益を両者で折半することを合意しており、原告はＡ社か
ら利益の分配を受けるものと解される。
　原告が、宅地分譲において果たした役割や宅地分譲の

意思決定に関わり得る地位にあったことに鑑みれば、原告
は、本件宅地分譲に関して、実質的にＡ社と共同してその
事業を営む者としての地位を有するものと認められる。した
がって、原告が利益の分配を受けることに係る所得区分は
事業所得に当たり、損失負担金は事業所得の必要経費に
なるというべきである。
　しかし、宅地分譲は平成２０年６月に完了しており、その時
点で債務は成立しているから、損失負担金を平成２１年分
の事業所得から控除することはできない。
　Ａ社との損失の負担に係る別件訴訟に要した弁護士費
用及び訴訟費用は、事業所得を生ずべき業務の遂行上必
要な費用に当たるというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｚ８８８－２２１７

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.429 2019.9.19                      
　課税仕入れの時期／建物等の譲受けの場合／契
約基準（通達ただし書）の適用
（平３１－０３－１４　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２２４８）
　原告が、建物の支払対価の額について、売買契約締結日
が課税仕入れを行った日であるとして、消費税等の申告をし
たところ、課税仕入れを行った日は、建物の引渡しを受けた日
であるとして、更正処分等を受けた事案です。
　固定資産の譲渡等については、引渡しという外形的事
実があれば、権利が確定したということができるのであっ
て、基本通達９－１－１３は、その趣旨を確認的に定めたもの
にすぎない。通達ただし書も、契約においてその効力発生
日を資産の譲渡の日と定めている場合に、効力発生日を
もって権利が確定したと認められる事情があるときは、その

日を「課税仕入れを行った日」とすることも法３０条１項１号
に反しない旨を確認する趣旨のものにすぎないと解される。
　売買契約の履行状況についてみると、（１）原告及び売主
は、平成２５年１２月２日、売買契約を原因とする所有権移転
登記を了したこと、（２）原告と管理会社との間で、同日を契
約開始日とする建物賃貸借契約及び管理業務契約が締
結され、原告は同日から賃料の収受を開始したことが、それ
ぞれ認められる。
　したがって、建物の取得に係る「課税仕入れを行った日」
は、課税期間に属さない平成２５年１２月２日であると認められ
る。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｚ８８８－２２４８

（税法データベース編集室：大高　由美子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.427 2019.9.5
　消滅時効の援用～貸金債権と債務者に対する求
償権は別個として納税者勝訴
（平３０－０９－２５　東京地裁　全部取消し　確定　Ｚ８８８－２２３５）
　原告の父は、原告の連帯保証人から脱退することを条件
に、平成１２年１２月２８日、関係者間の合意に基づき、金融機
関に内入償還として２億円を支払いました。父の死亡により本
件貸金債権（２億円の貸金返還請求権）を相続した原告の
弟が、原告に対し、このうち２００万円の支払を求める別件貸
金訴訟を横浜地裁に提起したところ、原告が消滅時効を援
用する旨の意思表示をしました。横浜地裁は、平成２５年４
月、消滅時効が完成していると判断しました。（確定）
　本件は、２億円の経済的利益（一時所得）を享受したとし
てされた平成２５年分の更正処分等の取消しを求める事案
ですが、「時効援用の意思表示により、本件求償権等が消滅

したか否か」について、裁判所は、次のとおり判断しました。
　本件貸金債権は、父と原告との間の金銭消費貸借契約
によって生じる債権であり、第三者弁済をした者が取得し得
る債務者に対する求償権とは発生原因を異にする別個の債
権であることが明らかである。
　原告が別件貸金訴訟の口頭弁論における消滅時効の援
用の意思表示の対象とした債権は、本件貸金債権のみであ
ると認められ、原告が平成２５年２月１日に本件求償権等につ
いて消滅時効を援用する旨の意思表示をした事実は認めら
れない。時効援用の意思表示によって求償権等が消滅した
ものとは認められないから、２億円の経済的利益を享受したも
のとは認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｚ８８８－２２３５

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63
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（消費税担当）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.430 2019.9.26
　納税猶予期限の確定事由「譲渡等」該当性～　
一部転用と共有持分の移転
（平３１－０３－２７　札幌地裁　棄却　Ｚ８８８－２２４９）
　この事案では、被相続人から農地（Ｑら姉妹と共有）を相
続し、相続税の納税猶予を受けていた原告が、その農地の
一部を転用（本件転用）し、また、共有持分の交換（本件交
換）をしたことが、措置法が定める納税猶予期限の確定事
由である「譲渡等」に該当するか否かが争われました。札幌
地裁では、次のとおり、「譲渡等」に該当するとして、納税猶
予期限の全部が確定したと判断しました。
　Ｔ（原告の長男）は、牛舎等の施設を所有するために、原
告が所有する農地３及び農地４の各一部を無償で利用し
ていることになるから、原告は、Ｔに対し、「特例農地等」に
ついて、「使用貸借による権利〔中略〕の設定をし」た（措置

法７０条の６第１項１号）といえ、本件転用は「譲渡等」に該
当する。
　本件交換は、農地９に係る原告の共有持分（特例農地
等に該当するもの）を原告からＱらに移転する一方、農地１
ないし農地８に係るＱらの共有持分（特例農地等に該当し
ないもの）をＱらから原告に移転するものである。そして、一般
に、資産を移転させる行為を（資産の）譲渡というところ、たと
え同時に「特例農地等」に該当しない農地を取得したとして
も、「特例農地等」の所有権を第三者に移転する行為は、
「特例農地等」を減少させるものであって、「特例農地等」の
譲渡に当たると解するのが文理解釈にかなうものであり、本
件交換は「譲渡等」に該当する。
≪検索方法≫ 【キーワード】  Ｚ８８８－２２４９

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.431 2019.10.3
　更正の請求／破産会社が過払金返還債権確定に
より過年度決算を修正する処理
（平３０－１０－１９　大阪高裁　一部取消し　Ｚ８８８－２２３０）
　Ｋ社（消費者金融業）の破産管財人が、Ｋ社の破産手続
において過払金返還請求権が破産債権者表に記載される
ことにより破産債権として確定したことが国税通則法２３条１
項１号及び同条２項１号に該当するとして更正の請求をした
ところ、課税庁より更正をすべき理由がない旨の通知処分を
受けた事案です。
　原審（平成３０年１月１５日大阪地裁、Ｚ８８８－２２０５）は、前
期損益修正によって処理するのが法人税法２２条４項の公
正処理基準に従ったものであるとして、原告の請求を棄却し
ましたが、大阪高裁は、Ｋ社が行った過年度の決算を遡及し
て修正する会計処理は、公正処理基準に合致するとの判断

をしています。
　本件破産会社の場合は、（１）企業会計基準が全面的に
適用されるべき理由はなく、（２）会社法上も計算書類関係諸
規定は適用されない上、（３）過去の確定決算を修正しても、
通常の株式会社の場合のような弊害が生じることもないので
あるから、本件会計処理は、一般に公正妥当と認められる企
業会計の慣行と矛盾しないし、（４）控訴人が本件会計処理
を行うことは、本件破産手続の目的に照らして合理的なものと
いうべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算という
要請に反するものでもないから、本件会計処理は、法人税法
上も、公正処理基準に合致するものとしてこれを是認すべき
ものと解すべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｚ８８８－２２３０

（税法データベース編集室：草間　典子）

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63

2020.新 No.22114 だより

今週の判決等(2019年9月～2019年11月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.433 2019.10.17
　建物の取得価額～売買契約書に記載の消費税額
等から算出することの可否～
（平３０－０９－１１　非公開裁決　棄却　Ｆ０－２－８５８）
　不動産賃貸業を営む請求人が、土地とともに一括取
得した中古の区分所有建物について、売買契約におい
て定められた建物価額を減価償却資産の取得価額と
し、かつ、課税仕入れに係る支払対価の額として法人
税等の申告をしたところ、原処分庁が、当該土地及び
建物の取得価額の算出は「固定資産税評価額比按分
法」によるのが合理的であるとして、法人税等の更正
処分等を行いました。
　これに対し、請求人が、当該売買契約において定め
られた建物価額は合理的かつ経済的な妥当性のある金
額であり（土地と建物の価額割合は１：９）、「固定
資産税評価額比按分法」によると、本件土地は区分所

有建物の一部である本件建物の敷地であり、請求人以
外の区分所有者の借地権が設定されている土地である
にもかかわらず、更地価額を基に按分することは相当
ではないと主張して争った事案です。審判所は次のよ
うに判断し、請求人の主張を退けました。
　本件建物売買価額は、基本的には本件売買契約で合
意があった建物の取得価額とすることになるが、その
客観的な価値と比較して著しく不合理なものであると
認められるから、合理性のある算出方法である固定資
産税評価額比按分法により、本件土地及び建物それぞ
れの取得価額を算出すべきである。
　したがって、本件建物の取得価額は原処分庁認定額
と同額となり、本件法人税各更正処分は適法である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｆ０－２－８５８

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.432 2019.10.10 　　　　　　　　　　                      
　重加算税／輸入商品のネット販売／委託販売に
仮装した棚卸資産の仕入販売
（平３０－０２－０６　非公開裁決　棄却　Ｆ０－１－８９４）
　本件は、海外の取引先であるＡから輸入した商品をイン
ターネット販売する事業（本件事業）を営む請求人が、本件
事業に係る収入等について申告をせず、又は受託販売とし
て申告したところ、原処分庁が本件ネット販売は顧客に対す
る通常の棚卸資産の販売（仕入販売）に該当するとして所
得税等の決定処分等をした事案です。審判所は次のとおり
判断して、請求人の請求を棄却しました。
　販売委託契約とは、委託者と受託者との間において、委
託者が受託者に商品等を供給し、受託者は、自己の名にお
いて第三者との売買等の取引をするが、当該第三者との取
引は委託者の計算においてされ、受託者は委託者から手
数料等の報酬を取得することを合意内容とする契約である

と解される。
　請求人は、Ａから商品が発送された都度間もない時期に
請求され、当該請求額を決済していたところ、当該決済金額
は、エクセルデータに記載された商品の価格に注文数を乗じ
る等、支払時期、支払額の計算方法、決済方法等のほか、請
求人とＡの価格交渉等の状況等の各事実に照らせば、請求
人とＡとの本件商品に係る取引は、請求人による本件商品の
仕入れとみることが相当であり、Ａが自らの商品を請求人に委
託して販売するために提供していたものとは認められない。
　請求人は、取引実態とは異なる委託契約書、領収証等を
作成するなどし、当該事業実態を隠匿していたと認められ、
請求人の当該一連の行為は、通則法第６８条に規定する
隠蔽又は仮装の事実に該当する。
≪検索方法≫　【キーワード】　Ｆ０－１－８９４

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

ほう君
（法人税担当）

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。



４．消費税率の引上げ、軽減税率制度導入によ
る中小企業への影響

　　昨年 10 月より、消費税率が 10％に引き上げ
られるとともに、わが国で初めてとなる軽減税
率制度が導入された。

　　昨年 11 月に実施した日本商工会議所の調査
では、消費税率引き上げに伴う中小企業の経営
への影響について「消費の落ち込みによる売上
の減少」を指摘する声が４割と最も多く寄せら
れた。米中貿易摩擦や２度の台風被害などが重
なり、全体的に経済の不透明感が増している中
で、消費税率引上げによって消費者の節約志向
が一層強まったことが要因と考えられる。

  　こうしたなか、政府は事業規模 26 兆円程度
となる「安心と成長の未来を拓く総合経済対
策」を閣議決定した。防災対策や国内景気の
下支えなどが柱となり、国と地方の財政支出
などを含めた財政措置は 13 兆円規模となる。
15 か月予算の編成がなされたことから、当面
の需要喚起にとどまらず、東京オリンピック・
パラリンピック後も持続可能な経済成長が期待
されるが、景気の動向については引き続き注視
する必要がある。

　　消費税の軽減税率制度については、制度導
入による大きな混乱は生じなかったものの、
中小企業は経理事務などに大きな負担を感じ
ている。深刻な人手不足の中で、事業者は、
最低賃金引上げ、時間外労働規制などへの対
応に迫られ、生産性向上に急ぎ取り組んでい
る中で、納税事務負担の増加は軽視できない課
題である。

　　また、2023 年 10 月から導入予定の適格請求
書等保存方式（インボイス制度）は、食料品を
扱う事業者のみならず、全ての事業者が経理事
務等の変更を余儀なくされるとともに、500 万
を超える免税事業者が取引から排除されること
が懸念される。「所得税法等の一部を改正する
法律（平成 28 年法律第 15 号）」において、「消

万者減少しており、その要因として、廃業の増加や
経営者の高齢化の進展が指摘されている。取得で
きる最新の統計である2015 年の中小企業の経営者
の年齢分布を見ると、最も人数の多い年齢は 66 歳
となっている。1995 年時点では、最も多い年齢は
47 歳であり、20 年の間に経営者の年齢がそのまま
20 歳近くシフトしたことになる。このまま事業承継が
進まずにいくと、今後 10 年間で約 30 万人の経営
者が引退期である70 歳を超えることになる。

　　こうした「大事業承継時代」とも言える状況を踏
まえ、平成 30 年度税制改正において、円滑な事
業承継を促進するために事業承継税制の抜本拡充
が図られた。事業承継税制の適用を受けるために、
都道府県へ提出する特例承継計画の提出数は、
2018 年 4 月から 2019 年 10 月までの実績で 4,941
件に上っており、中小企業の事業承継に向けた取り
組みが活発化していることが伺える。

＜図表＞特例承継計画の提出件数
 

３．令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要
　　商工会議所は、全国 515 か所に設置され、
124 万者の会員を有しており、その多くは地域
の中小・小規模企業である。日本商工会議所は、
こうした中小・小規模企業の活力強化、地域
経済の活性化の観点から、国に対して政策提
言を行っており、税制については、毎年 9 月
に翌年度の税制改正に関する意見を公表して
いる。
　　令和２年度税制改正では、オープンイノベー
ションの促進に向けたインセンティブ措置の

創設、エンジェル税制の拡充、少額減価償却
資産の損金算入特例の延長、交際費課税特例
の延長、消費税率引上げ・軽減税率制度の導
入に向けた課題への対応等について意見を取
りまとめ、全国 515 商工会議所が一体となっ
て、地元選出の国会議員等に対して積極的な
要望・陳情活動を展開した結果、要望事項の
多くが令和２年度税制改正大綱に反映された。
　　日本商工会議所では、中小・小規模企業向
けに税制改正の内容を広く周知するため、改
正の概要を解説したチラシを作成し、全国の
商工会議所を通じて配布しているほか、ホー
ムページでも紹介している

　 　（https://www.jcci.or.jp/recommend/zeisei.html）。

　　以下では、中小・小規模企業に関係する税制
　改正内容について、順次紹介する。

（１）オープンイノベーションを促進する税制措
置の創設
　　近年、地域経済を牽引する中小企業が新たな
サービスや商品開発を行う際、新しい技術・ノウ
ハウ等を持つベンチャー企業と協業する取り組み
が注目を集めている。こうした中小企業とベン
チャー企業のオープンイノベーションを後押しする
ため、事業会社等が一定のベンチャー企業に出
資した場合、その出資額の２５％を所得控除する
税制措置が、２年間の時限措置として創設される。
　　出資を行う企業要件は、①国内事業会社、ま
たは、②国内事業会社によるベンチャーキャピタ
ル。1 億円以上（中小企業は１，０００万円以上）
の出資が対象となり、出資を受けるベンチャー企
業は新規性・成長性のある設立１０年未満の未
上場ベンチャー企業であること等が要件となる。
　　出資を行う企業が短期間で株を売り抜けるのを
防ぐため、５年間の保有を義務付ける。５年以内
に出資した株式を売却等した場合には、対応する
部分の金額を益金に算入する。本制度が本来の
趣旨に沿って利用されるよう経済産業大臣が確認
する仕組みも設ける。

＜図表＞オープンイノベーションを促進する税
制措置の概要
 

(２) エンジェル税制の拡充
　　個人投資家からベンチャー企業への投資を促
進するため、対象企業の要件が「設立３年未満」
から「設立５年未満」に緩和される。また、株式
投資型クラウドファンディング事業者が認定対象に
追加され、クラウドファンディング事業者を通じた投
資の利便性が向上する。
　　なお、投資家ごとの年間控除対象投資額は１，
０００万円から８００万円に変更される。

＜図表＞エンジェル税制の概要
 

(３)５Ｇ投資促進税制の創設
　　信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・
安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整
備を行うため、５Ｇ設備に係る投資について、税額
控除又は特別償却ができる措置が、２年間の時限
措置として創設される。
　　対象設備は、大手通信キャリアが整備する基地
局および製造事業者等によるローカル５Ｇ設備（送
受信装置等）。取得価額の３０％特別償却または１
５％税額控除が選択できる。
　　ローカル５Ｇについては、固定資産税の特例が
措置され、取得後３年度分の課税標準が２分の１
に軽減される。

合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を
軽減することで次世代への経営引継ぎを加速させ
る措置について、適用期限が２年間延長される。

＜図表＞中小企業の再編・統合等に係る税負担
の軽減措置の概要
 

(７) 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え特
例の延長
　　長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資
産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度
が３年間延長される。

(８) 企業版ふるさと納税の延長・拡充
　　地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、税額控除割合を現行３割から６割へ拡充する
とともに、適用期限が５年間延長される。

＜図表＞企業版ふるさと納税の概要

 

(９) 地方拠点強化税制の延長・拡充
　　本社機能の地方への移転、地方における拠点
強化を行う事業者に対する減税措置であり、オフィ
ス減税・雇用促進税制ともに、適用期限が２年
間延長される。あわせて、雇用促進税制（移転型）
の税額控除を拡大するとともに、雇用促進税制（移
転型・拡充型）の適用要件を緩和する。

は、「立地地域に求めている人材がいない（人口減
少や大都市圏への流出等でそもそも人がいない）」、
「入社した人材がミスマッチを感じて退職してしまう」
といった声が多数寄せられている。

＜図表＞中小企業における人員の過不足状況

　　このように深刻化する人手不足の中で、中小企業
においても、人材の維持・確保のために賃金を引き
上げざるを得ず、その結果、中小企業の労働分配
率は高止まりしている。日本商工会議所の調査では、
賃上げを実施した中小企業が過半数を占めるものの、
その多くは業績の改善がみられない中で、人材確保
のために行う「防衛的な賃上げ」である。また「人
材定着のため福利厚生や待遇面での改善も図る必
要があり、人件費が高騰している」との声も聞かれ、
人件費の負担増が経営を圧迫している状況にある。

＜図表＞中小企業の所定内賃金の動向
 

(４) 生産性向上と中小企業の設備投資
　　労働力人口の減少という構造的課題に対応する
ためには、生産性向上が不可欠である。しかしな
がら、中小企業の労働生産性は、大企業と比較し
て２分の１以下という状況にある。

＜図表＞大企業と中小企業の労働生産性の推移
 

　　生産性向上を図るため、設備投資は有効な手段
である。日本商工会議所が実施した調査では、2019
年度に設備投資を実施する中小企業は約４割に達し
ている。設備投資の目的としては「能力増強」と回
答する中小企業が約６割と最も多く、そのほか「省
力化・合理化」、「製品・サービスの品質向上」、「新
製品生産」が上位を占めている。

＜図表＞中小企業の設備投資動向

 

(５) 中小企業の事業承継
　　 中小企業は 2009 年からの 7 年間で約 63
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■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.435 2019.10.31

　市民税等の延滞金減免申請／棄却処分通知書の
理由不備につき「不当」と認定
（平３０－０３－１４　裁決　認容　Ｆ０－７－００９）
　本件は、請求人が平成２２年以後３年間の市民税等
の延滞金について減免申請をしたところ、処分庁が棄
却の処分をしたことから、請求人が、減免事由を具備
しており、処分通知書にも理由付記の不備があるとし
て、その取消しを求めた事案です。審査庁は、減免事
由は認められないが、理由の付記については、違法で
はないが、不当であるとして、棄却処分を取り消しま
した。
　請求人は、平成２２年１月の事業廃止から再就職によ
り給与収入を得るまでの約２か月間は困窮状況に置かれ
たことが窺われるものの、この期間に対応する延滞金は
存在せず、その後、生活の基盤を回復していることが認

められ、さいたま市市税規則に定める「やむを得ない事
情」があったと認めることはできない。
　さいたま市には処分等を行うに当たって理由の提示を
義務付ける条例等が存在しない以上、通知書にその処分
理由が具体的に付記されていなかったとしても、そのこ
とによって本件処分が直ちに違法であるということはで
きないが、延滞金の減免処分に係る市長の裁量権の範囲
はなお相当に広いことを踏まえると、処分に当たっては
十分な理由提示を行うことが求められるものといえる。
しかし、本件処分に係る通知書の理由の付記は、申請者
に対する配慮を著しく欠いた不当なものというだけでな
く、処分庁の判断の慎重・合理性を欠く、極めて不十分
なものであったと言わざるを得ない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｆ０－７－００９

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.434 2019.10.24
 組織再編成に係る行為計算否認～特定資本関係５
年超要件を満たす適格合併～
（令０１－０６－２７　東京地裁　棄却・控訴　Ｚ８８８－２２５１）
　本件は、自動車部品等の製造・販売を行う原告が、その完全
子会社（旧子会社）を被合併法人とする適格合併を行い、その
子会社が有していた未処理欠損金額を法人税法５７条２項の
適用により原告の欠損金額とみなして損金に算入して法人税
の確定申告をしたところ、処分行政庁から、同法１３２条の２の
適用により更正処分等を受けたことから、これらの一部の取消し
を求めた事案です。
　争点は、同法１３２条の２による未処理欠損金額の損金算入
の否認が適法であるか否かですが、東京地裁は、平成２８年２
月２９日最高裁判例（Ｚ２６６－１２８１３・ヤフー事件）を参照して検
討した上で、次のとおり判断しました。

　本件合併は、通常想定されない組織再編成の手順や方法
に基づくものであり、実態とはかい離した形式を作出するもので
あって、その態様が不自然なものであることに加えて、本件未処
理欠損金額の引継ぎによって原告の法人税の負担を減少させ
ること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目
的その他の事情があったとは認められないことからすれば、法
人税法５７条２項の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様で
その適用を受けるものというべきである。
　そうすると、本件合併は、組織再編税制に係る規定を租税回
避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させ
るものとして、同法１３２条の２にいう「法人税の負担を不当に減
少させる結果となると認められるもの」に当たる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｚ８８８－２２５１

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

１．はじめに
　　中小企業は、わが国雇用の約７割を占めており、
特に三大都市圏を除いた地域で見れば、中小企
業の雇用は８割以上を占めている。その雇用から
発生する所得税は約 3.8 兆円に達し、給与から
発生する所得税収の約４割を占めている。また、
中小企業が負担する社会保険料事業主拠出分は
約 13.7 兆円（大企業負担分：約 13.4 兆円）に
上るなど、中小企業は雇用を通じてわが国の財政
や地域経済に大きく貢献している。

　　一方で、わが国は、少子高齢化に伴う国内市
場の縮小、労働力人口の減少という構造的課題
に直面しており、これらの課題は、中小企業にお
いては「後継者難による廃業増」や「人手不足」
という形で深刻な影響を及ぼしている。近年の税
制改正においても、これらの課題に対応するため
の取組みが中心になっている。

　　本稿では、人手不足と生産性向上を中心に、
中小企業を取り巻く現状と課題について述べるとと
もに、令和２年度税制改正における中小企業関係
税制の概要を紹介する。

２．中小企業を取り巻く現状と課題
(１) 大企業と中小企業の格差拡大
　　アベノミクスによる景気回復を受け、大企業の収
益力（売上高経常利益率）や労働生産性（従業
者 1 人当付加価値額）が大きく伸びる一方、中小
企業は、収益力および労働生産性ともに伸び悩ん
でいる。その結果、大企業と中小企業の格差が拡
大している。

＜図表＞売上高経常利益率と労働生産性の推移
 

（２)中小企業は価格転嫁に難航
　　大企業と中小企業の格差拡大の要因は、中小
企業がコストアップを十分に価格転嫁できないことに
よるところが大きい。
　　日本商工会議所の調査では、依然として価格転
嫁できていない企業が 7 割を超えており、価格転
嫁が難しい状況が続いている。

＜図表＞価格転嫁の動向
 

(３) 人手不足の深刻化と中小企業の賃上げの動向
　　少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、中小企
業の経営に大きな影響を及ぼし始めている。日本商
工会議所の調査では、人手不足を訴える中小企業
の割合は毎年増加しており、直近の 2019 年調査で
は 66％に達している。人手が充足できない理由として

＜図表＞５Ｇ投資促進税制の概要
 

(４) 少額減価償却資産の特例の延長
　　中小企業が１件３０万円未満の減価償却資産
を取得した場合に、合計３００万円を上限とし
て即時償却（全額損金算入）を可能とする措置
が２年間延長される。
　　なお、適用要件は一部見直しが行われ、連結納
税制度適用事業所が適用除外となる他、常時使用
する従業員数の要件が「１，０００人以下」から「５
００人以下」に引き下げられる。

(５) 交際費課税特例の延長
　　中小企業の販路開拓・取引先との関係維持や
地域貢献等に活用されている交際費の損金算入
措置は、①８００万円までの全額損金算入、また
は、②接待飲食費の５０％の損金算入、の選択適
用が２年間延長される。
　　②については、これまで大企業も適用可能で
あったが、資本金１００億円超の法人が適用除外
となる。

(６) 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減
措置の延長
　　後継者が不在のため事業承継が行えないといっ
た課題を抱える場合、いわゆるＭ＆Ａにより経営資
源や事業の再編・統合を図り、事業の継続・技
術の伝承等を図ることが重要である。こうした中、
認定を受けた経営力向上計画に基づき再編・統

＜図表＞地方拠点強化税制の概要

 

(１０) 連結納税の簡素化
　　事務負担軽減の観点から、親会社・子会社
それぞれを納税単位とする個別申告方式への見
直し等により制度を簡素化する。なお、研究開発
税制、外国税額控除等のグループ調整計算の取
り扱いは維持される。
　　２０２２年４月 1 日以後に開始する事業年度から
適用される。

(１１) 消費税申告期限の延長の特例の創設
   　働き方改革が進められる中、企業は非効率な
業務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産
性をより一層向上させる取り組みが求められてい
る。納税申告に係る事務負担の軽減や平準化
を図る観点から、法人税と同様に、消費税の申
告期限を１か月に限り延長する特例が創設され
る。
　　２０２１年３月３１日以後終了する事業年度の課
税期間から適用される。

＜図表＞消費税申告期限の延長の特例の概要
 

費税の軽減税率制度の導入後３年以内を目途
に、事業者の準備状況や事業者の取引への影響
の可能性等を検証し、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて法制上の措置その他の
必要な措置を講ずる」と規定されており、いず
れ検証がなされることとなっているが、この点
に関して日本商工会議所では、軽減税率制度の
導入後、十分な期間を設け、廃止を含め、慎重
に検討すべきである旨、主張しているところで
ある。

５．最後に
　　最後に、中小企業税制に関する商工会議所の
考え方を紹介したい。

　　これまでの累次の税制改正においては、大企
業やグローバル標準を中小企業に当てはめるよ
うな議論が度々行われてきた。例えば、法人実
効税率の引下げの財源として、建物や建物付属
設備等の減価償却資産の償却方法について定率
法を廃止して定額法へ一本化する変更が行われ
てきた。中小企業の場合、多くは金融機関から
の借り入れによって資金調達を行っており、定
額法への変更は、手元キャッシュの減少による
資金繰りの悪化に直結し、設備投資の抑制にも
つながりかねない。中小企業経営者からは、建
物や建物付属設備等について定率法を適用可能
とする等、経営実態を十分踏まえた償却方法に
見直すべきとの声が数多く寄せられている。

　　また、消費税軽減税率対応、最低賃金引上げ、
時間外労働規制、被用者保険の適用拡大等、中
小企業が乗り越えるべき課題が山積する中に
あって、中小企業は、事業承継、設備投資・人
材投資等による生産性向上に向けた取り組みを
一層加速させ、新たな付加価値を生み出すビジ
ネスモデルへの挑戦が求められている。

　　今後の税制改正に際しては、こうした時代の
変化を捉え、中小企業の自由闊達な活動を促し、
その活力を最大限引き出す観点が重要である。
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もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2019年9月～2019年11月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.437 2019.11.14                      
　賃貸用不動産の評価～節税目的で取得した不動
産に評価通達６を適用～
（令０１－０８－２７　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２２７１
　被相続人は、節税目的で相続開始前３年５か月前及び２年６
か月前に、銀行からの借入金で、２棟の賃貸用不動産を購入し
ました。この事案は、相続人である原告らが、各不動産を評価通
達に基づき評価をして相続税の申告をしたところ、処分行政庁
が、評価通達の定めにより評価することが著しく不適当（評価通
達６）であるとして、鑑定評価額により更正処分等を行ったことか
ら争われたものです。裁判所では、次のとおり判断し、原告らの請
求を棄却しました。
　通達評価額は、それぞれ、鑑定評価額の約４分の１の額にと
どまっていることなどから、通達評価額が相続開始時における各
不動産の客観的な交換価値を示していることについては、相応

の疑義があるといわざるを得ない。
　本件における事実関係の下では、本件相続における各不動
産については、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての
納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという
形式的な平等を貫くと、各不動産の購入及び各借入れに相当
する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負
担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、
評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価す
ることが許されるというべきである。
　鑑定評価の適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらない
ことに照らせば、各不動産の相続税法２２条に規定する時価
は、鑑定評価額であると認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】  Ｚ８８８－２２７１

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.436 2019.11.7                     
　行為計算否認／組織再編に伴う同族会社からの借入
（Ｒ０１－０６－２７　東京地裁　全部取消し・控訴　Ｚ８８８－２２５０）
　原告が、同族会社である外国法人からの借入れに係る
支払利息の額を損金の額に算入して申告したところ、麻
布税務署長から、同支払利息の損金算入は法人税の負担
を不当に減少させるものであるとして、法人税法１３２
条１項に基づき、各更正処分等を受けた事案で、裁判所
はその処分を全部取り消しました。
　原告による借入れが行われる原因となった、ヴィヴェ
ンディ・グループが設定した８つの目的は、日本の関連
会社に係る資本関係の整理や、同グループの財務態勢の
強化等の観点からいずれも経済的合理性を有するもので
あったと認められ、本件再編成等スキームに基づく組織
再編取引等は、これらの目的を達成する手段として相当

であったと認められる。そして、これらの目的の達成
は原告にとっても経済的利益をもたらすものであっ
たといえる一方、本件借入れが原告に不当な経済的
不利益をもたらすものであったとはいえない。
　そうすると、原告による本件借入れについては、
法人税の負担が減少するという利益を除けばこれに
よって得られる経済的利益がおよそないとか、ある
いは、これを行う必要性を全く欠いているなどとい
うことはできないから、専ら経済的、実質的見地に
おいて、純粋経済人として不自然、不合理なものと
はいえず、経済的合理性を欠くものと認めることは
できない。
≪検索方法≫【キーワード】Ｚ８８８－２２５０

（税法データベース編集室：大高　由美子）
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今週の判決等(2019年9月～2019年11月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.439 2019.11.28                    
　土地の取得費／利用形態の変更と全国市街地価
格指数等の変動率による推定
（平３０－０５－０７　非公開裁決　棄却　Ｆ０－１－９８７）
　本件は、請求人が、土地の取得費を譲渡に係る収入金
額の１００分の５に相当する金額であるとして所得税等の確
定申告をした後、収入金額に全国市街地価格指数により求
めた割合（変動率）を乗じることによって算出した昭和３８年
当時の推定価額と近隣する５地点の路線価の平均倍率
（変動率）から求めた昭和３８年当時の推定路線価を基に
算出した価額との平均額をもって取得費とするのが相当で
あるとして更正の請求をした事案です。審判所の判断は次
のとおりです。
　全国市街地価格指数は「宅地価格」の推移を表す指標
であり、また、路線価は、原則として「宅地」の評価に用いるも
のであるから、これらの指数又は金額の変動率をもって、本件

土地のように農地から昭和３８年以後に宅地へと利用形態
の変更があった土地の昭和３８年当時の価格を推定するこ
と自体、その前提を欠くものといわざるを得ない。その点はおく
としても、請求人推定額の算定の基礎とする全国市街地価
格指数は、個別の宅地価格の推移を推し量る指標として適
当なものとはいい難い。また、本件土地の存する地域と、請求
人が本件土地の近隣から任意に抽出したとする５地点が存
する地域は、昭和３８年当時において、それぞれの地域にお
ける土地の利用形態や価格水準などの経済的な事情は明
らかに異なるものであったことが伺われ、このように状況の異
なる地域の路線価の変動率をもって、昭和３８年当時路線価
の設定のなかった本件土地が接面する路線の路線価を推
定するという方法は、合理的なものであるとはいい難い。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Ｆ０－１－９８７

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.438 2019.11.21 　
　公的年金等該当性／フランスの社会保険制度に
基づき支給を受けた年金
（平３０－０５－１５　非公開裁決　棄却　Ｆ０－１－９４０）
　本件は、審査請求人がフランス共和国の社会保険制度に
基づいて支給を受けた年金について、原処分庁から、所得税
法３５条３項３号に規定する公的年金等に該当するとして所
得税等の各更正処分を受けた事案です。請求人は、平成４
年から約４年間フランスに滞在し、フランス国内での勤務経験
がありました。
  審判所は、下記のように本件年金は公的年金等に該当する
と判断し、ユーロ建てで入金された年金の収入金額の円換算
は、年金入金日の電信売買相場の仲値によるとしています。  
　いわゆる外国年金については、外国の法令に基づく保険
又は共済に関する制度で所得税法３１条１号及び２号に規

定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に
類するものに基づいて支給された年金である場合には、同法
３５条３項３号に規定する公的年金等に該当することとなる。
　本件年金は、いずれも、フランスの退職年金制度のうちの
一般制度又は補足制度に基づいて支給されたものと認め
るのが相当であり、これらの退職年金制度は、いずれも民間
の被用者を対象とし、法律でその加入が義務付けられ、賦
課方式による財政運営を基礎とする退職年金であるという
点において、所得税法３１条１号に規定する厚生年金保険
法の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する
ものと評価することができる。本件年金は、公的年金等に該
当する。
《検索方法》 【キーワード】 Ｆ０－１－９４０

（税法データベース編集室：草間　典子）

税理士がつくる、税理士のためのデータベース
無料お試し会員受付中

STEP.1

STEP.2

STEP.3

STEP.4

お手元に税理士登録番号をご用意ください。フォーム入力の際に必要
になります。

お試し会員申込みフォーム  https://app6.tains.org/form/trial/ より、必
要事項をご入力いただき、送信してください。

送信いただいた内容に沿って、事務局にて照会・会員登録作業を行い
ます。

お客様宛に利用可能の旨が記載されたメールが届きます。内容に沿って
TAINS をご利用ください。

お試し会員へ

の申し込み方法

ところ君
（所得税担当）
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研修会の報告
タインズ博士

令和元年 8月～令和元年 12月

　８月２日、東海税理士会により、名古屋
市にて開催いたしました。講師には、はじ
めて東京地方税理士会の石井幸子先生にご
登壇いただき、「消費税のチェックポイン
ト～改正消費税法を中心として～」をテー

【名古屋】

マに行いました。まさに消費税改正のファ
イナルチェックというべきタイミングでの
開催、そして石井先生のわかりやすい解説
は大変ご好評いただき、９８名の先生方に
ご参加いただきました。

　１０月１８日には、東京税理士会により、
東京税理士会館にて開催いたしました。講
師には、日本税務会計学会常任委員の湊義
和先生にご登壇いただき、「役員報酬の諸問
題」をテーマに行いました。定期同額給与

【東　京】

を中心に判例・裁決例を豊富にご紹介する
この研修会は、まさに実務直結というべき
研修で、１６０名の先生方にご参加いただ
いたほか、この研修の模様をライヴ配信し、
１１５名の先生方にご覧いただきました。

　東北税理士会では、ＴＡＩＮＳ研修を年
２回開催していただいておりますが、今回
は、１２月１０日、仙台市での開催となり
ました。講師には土屋栄悦先生をお迎えし、

【仙　台】

「所得税トラブル事例の検討」と題して研
修会を行い、１０１名の先生方にご参加い
ただきました。

　ＴＡＩＮＳでは、今後も、各地で同様の研修会を開催する準備を整えております。
　また、講師にお迎えする先生方もさらにお願いいたしており、コンテンツもバリエー
ション豊かにすべく準備を進めております。
　お近くで開催の節は、ぜひご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
　日々進歩を続けるＴＡＩＮＳに、ひとりでも多くの先生方のご入会、またご継続をお
願い申し上げます。

　ＴＡＩＮＳでは、今年度も引き続き、税法に関
する実務的な内容と、そこにおいて「ＴＡＩＮＳ
をどう活用するか」、という実務直結型の研修
を企画し各地で開催しております。もちろん、
リリース以来多くの先生方にご利用いただいて
おります《ＴＡＩＮＳ６》をご紹介いたしております。
　この研修会は、ＴＡＩＮＳに未入会の先生方に
も受講していただくことによってＴＡＩＮＳを体験
していただき、ぜひこれを機会にご入会いただ
ければと企画しております。
　私は、コーディネータとして各会場にお邪魔

させていただいておりますが、いずれの会場
でも大変多くの先生方にご参加いただいてお
り、この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し
上げます。
　さらに、会員の先生方には、この研修会の
模様をホームページで受講いただける、オンデ
マンド配信をスタートいたしておりますので、ぜ
ひ、ご活用いただければ幸いです。
　今後とも、みなさまのご参加と、ＴＡＩＮＳのご
入会・有効活用をお願い申し上げます。

（事業部委員　住吉　真）
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検索キーワードランキング 20 

順位 平成31年1月 平成31年2月 平成31年3月 平成31年4月 令和元年5月 令和元年6月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

相 続 税
法 人 税
所 得 税
役 員 給 与
給 与
交 際 費
譲 渡
建 物
借 地 権
貸 倒 損 失
消 費 税
必 要 経 費
贈 与
土 地
譲 渡 所 得
譲 渡 費 用
役 員
取 得 費
退 職 金
小規模宅地

所 得 税
消 費 税
取 得 費
土 地
譲 渡 所 得
譲 渡 費 用
必 要 経 費
譲 渡
不動産所得
仕入税額控除
建 物
法 人 税
雑 所 得
固定資産税
取 得 価 額
交 際 費
退 職 金
資本的支出
居住用財産
役 員

消 費 税
所 得 税
取 得 費
不動産所得
譲 渡 所 得
必 要 経 費
建 物
交 際 費
譲 渡
貸 倒 損 失
譲 渡 費 用
取 得 価 額
土 地
法 人 税
更正の請求
重 加 算 税
相 続 税
事 業 所 得
雑 所 得
贈 与

消 費 税
法 人 税
土 地
相 続 税
交 際 費
退 職 金
所 得 税
贈 与
修 繕 費
譲 渡
判 決 速 報
重 加 算 税
役 員
取 得 価 額
役員退職金
時 価
必 要 経 費
更正の請求
評 価
貸 倒 損 失

消 費 税
法 人 税
相 続 税
土 地
贈 与
寄 附 金
退 職 金
所 得 税
役 員 報 酬
建 物
譲 渡
交 際 費
借 地 権
役 員
給 与
貸 倒 損 失
必 要 経 費
時 価
評 価
役員退職給与

消 費 税
所 得 税
資産税審理研修資料
相 続 税
法 人 税
小規模宅地
退 職 金
役 員
ス ー ツ
借 地 権
交 際 費
贈 与
譲 渡
給 与
土 地
重 加 算 税
役員退職金
建 物
時 価
ホームページ

順位 令和元年7月 令和元年8月 令和元年9月 令和元年10月 令和元年11月 令和元年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

相 続 税
消 費 税
所 得 税
贈 与
土 地
借 地 権
評 価
法 人 税
役 員
役 員 報 酬
交 際 費
退 職 金
建 物
譲 渡
資産税審理研修資料
役員退職金
貸 倒 損 失
重 加 算 税
給 与
小規模宅地

消 費 税
交 際 費
相 続 税
法 人 税
寄 附 金
所 得 税
譲 渡
給 与
土 地
取 得 価 額
重 加 算 税
時 価
役 員
借 地 権
贈 与
評 価
貸 倒 損 失
建 物
退 職 金
取 得 費

消 費 税
相 続 税
交 際 費
土 地
建 物
法 人 税
小規模宅地
重 加 算 税
役 員
借 地 権
所 得 税
取 得 価 額
譲 渡
更正の請求
役 員 報 酬
貸 倒 損 失
贈 与
寄 附 金
修 繕 費
役員退職金

消 費 税
相 続 税
借 地 権
重 加 算 税
交 際 費
役 員
土 地
所 得 税
贈 与
法 人 税
建 物
譲 渡
小規模宅地
役 員 報 酬
取 得 価 額
貸 倒 損 失
退 職 金
資本的支出
資産税審理研修資料
評 価

消 費 税
交 際 費
重 加 算 税
土 地
譲 渡
法 人 税
相 続 税
修 繕 費
路 線 価
建 物
借 地 権
贈 与
小規模宅地
寄 附 金
貸 倒 損 失
役 員 報 酬
給 与
判 決 速 報
資本的支出
取 得 価 額

消 費 税
相 続 税
所 得 税
交 際 費
贈 与
譲 渡
土 地
法 人 税
取 得 価 額
退 職 金
調査における法律的知識

必 要 経 費
役 員
重 加 算 税
借 地 権
建 物
寄 附 金
給 与
時 価
貸 倒 損 失

〈 〈 〈〈
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日本法令が提供する書式集で、ビジネス文書 830、契約書式 250、内容証明

470、会社規程120、各種申請書670＋40（マイナンバー）が利用できます。
※利用に際しては、マイクロソフト社のWord、Excel などが必要になります。 

TAINSで使える便利な書式集

■労働基準監督署　・労働保険料徴収法等・労働基準法（監督等）・労働基準法（時間等）
・労働基準法（賃金等）・労働者災害保険法（業務災害等）・労働者災害保険法（通勤災害等）
・労働者災害保険法（遺族補償等）・労働安全衛生法等
■公共職業安定所　・労働保険料徴収法等・雇用保険法（適用等）・雇用保険法（給付等）
・雇用保険法（個人番号等）
■年金事務所　・健康保険法（適用等）・厚生年金保険法（共通の適用等）・厚生年金保険法（適用等）
■協会けんぽ　・健康保険法（給付等）
■税務署　・所得税法等・法人税法・消費税法・市区町村
■警察署　・道路交通法等
■国土交通省　・建設業に関するもの
■登記所（法務局）　・商業登記・不動産登記

・社内文書・社外文書
・税理士向け挨拶・通知文例
・メール文例
・英文メール文例

・社内書式
・従業員用書式
・支払調書該当者用書式
・委託先用書式

各種申請書
・届出書

ビジネス文書 マイナンバー
関連書式

・継続的売買取引・土地の賃貸借契約・建物の賃貸借契約・動産の賃貸借契約
・使用貸借契約・金銭貸借契約・抵当権、根抵当権・債権譲渡・仮登記担保設定契約
・動産譲渡担保契約・贈与契約・委任、委託契約・労働契約・請負契約・支配人選任契約
・経営委任契約・商取引開始から終了まで、その他・知的所有権契約・合併契約・株式譲渡契約
・営業譲渡契約・企業提携に関する契約・土地建物の売買契約、建物の売買契約
・近隣に関する契約・成年後見に関する契約・介護に関する契約

・土地の貸借・建物の賃貸
・不動産売買・金融取引
・その他の取引・会社の運営
・社会生活上のトラブル
・親族・相続

契約書

内容証明

・社員に関わる手続
・会社に関わる手続

事例別検索

・2017 年改正個人情報保護法の注意点
・最高裁判決からみるメンタルヘルス

ビジネスサポート
webセミナー

・経営・人事・総務関係規程
・業務・管理関係規程
・建設業の社内規程

◆退職金規程
◆就業規則　有期・無期雇用者兼用【従
　業員 10人以上用の事業場】
◆就業規則【従業員 10人未満の事業場】
◆パートタイマー就業規則 
◆就業規則　無期雇用者用【従業員 10 人
　以上用の事業場】
◆源泉徴収簿兼賃金台帳
◆人事考課の４つの方法と評価者が守る
　べき留意点　第５章　目標管理方式

・2時間で分かる決算書の見方
・2時間でできる人事考課評定者トレーニング
・問題社員を見抜く 採用・面接の選考テクニック
・これだけは知っておきたい改正高年齢者雇用安定法
・正高年齢者雇用 ...

会社規程

ビデオライブラリ

ダウンロードランキング

1位
2位

3位
4位
5位

6位
7位



税法データベース収録情報一覧1

・裁決には、非公開裁決2,742件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は8,373件です。　　　

2019.12.31現在

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,116

1,957

3,563

3,741

0

84

15,461

3,273

1,523

4,688

3,930

0

141

13,555

1,512

1.113

1,998

2,776

0

0

7,399

290

416

738

2,401

0

0

3,845

516

203

22

125

0

0

866

345

10

0

1

0

0

356

784

1

246

326

88

1,899

3,344

12,836

5,223

11,255

13,300

88

2,124

44,826

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和元年8月27日まで

非公開裁決は令和元年10月30日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和元年11月21日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

2019.12.31現在

■日税連税法データベース会員数一覧
2019年12月31日現在

会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,290 
685 
243 
547 

1,191 
189 
345 
480 
332 
155 
329 
166 
285 
233 
75 

7,545 
245 

7,824 

20 
5 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
34 

個人会員 法人会員

■発行日／2020年1月15日（VOL.26 通巻第221号）
■発行所／一般社団法人日税連税法データベース
■編集・発行人／西村　高史　
■住　所／〒141-0032東京都品川区大崎1-11-8
　　　　　日本税理士会館3F
　　　　　TEL.03-5496-1195　FAX.03-5496-1298
■Mail：info@tains.or.jp
■HP：https：//www.tains.org

研修会のお知らせ
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北陸税理士会
日　時：令和２年２月３日（月）１３：３０～１５：３０
会　場：ホテル金沢（金沢市）
講　師：若林俊之　草間典子
テーマ：（仮題）「確定申告直前　譲渡所得申告について
　　　　　－取得費・譲渡経費・ 特例等の検討－」

千葉県税理士会
日　時：令和２年２月5日（水）１３：３０～１６：0０
会　場：千葉県税理士会館
講　師：土屋栄悦　住吉真
テーマ：「所得税トラブル事例の検討」

名古屋税理士会
日　時：令和２年 3月19日（木）１4：0０～１7：0０
会　場：名古屋税理士会館
講　師：友松悦子　住吉真
テーマ：「事業承継の概要と自社株式の引継ぎ」

南九州税理士会
日　時：令和２年４月９日（木）１３：３０～１５：３０
会　場：宮崎観光ホテル（宮崎市）
講　師：川島雅　住吉真
テーマ：「事業承継税制の概要と注意すべき実務上
　　　　のポイント」

名古屋税理士会
日　時：令和２年 6月24日（水）１4：0０～１7：0０
会　場：名古屋税理士会館
講　師：熊王征秀　住吉真
テーマ：「誤りやすい消費税の実務」

、

、








